
  
加古川市教育委員会と兵庫県警察本部との相互連携に係る協定書   

加古川市教育委員会（以下「教育委員会」という。）と兵庫県警察本部（以下「警

察本部」という。）とは、児童生徒の健全育成を推進するための教育委員会と警察本部

との相互連携について、次のとおり協定を締結する。  
また、協定の運用に当たっては、この協定の目的を逸脱することなく、児童生徒に

対する指導支援を行う上で、相互連携が必要な場合に限り、情報提供するものとする。   
（目的） 
第１条 この協定は、教育委員会と警察本部が、児童生徒の健全育成のため、児童生  
徒の非行、問題行動及び犯罪被害の防止に関して、相互に必要と認める情報の提供  
を行い、緊密に連携して児童生徒の指導支援を行うことにより、児童生徒の安全確  
保及び健全育成に資することを目的とする。   

（個人情報の保護） 
第２条 教育委員会及び警察本部は、個人情報保護の重要性に鑑み、児童生徒の個人  
情報について適正な取扱いを行うものとする。  

（連携機関） 
第３条 この協定において連携を行う関係機関（以下「連携機関」という。）は、次に 
掲げるとおりとする。 

 (1) 教育委員会及び加古川市立の小学校、中学校、特別支援学校（以下「教育委員

会及び学校」という。） 
 (2) 警察本部及び兵庫県に所在する警察署（以下「警察」という。）   
（相互連携の内容） 
第４条 連携機関は、児童生徒の非行、問題行動及び犯罪被害の防止並びに健全育成  
に向けて、一般的な連携はもとより、各々が有する児童生徒の情報を相互に提供し、 
必要に応じて対応について協議を行うものとする。   

（相互連携の責任者及び方法） 
第５条 相互連携の責任者（以下「連絡責任者」という。）は、対象事案を取り扱った 
学校長及び警察署長とする。 

２ 相互連携のための情報連絡は、連絡責任者又は連絡責任者が指定した者が、面会 
又は口頭により行うものとする。   



（情報提供を行う事案） 
第６条 この協定により提供する情報は、児童生徒の健全育成、非行防止及び犯罪被  
害防止に関し、継続的に相互連携を必要と認める次の事案に係るものとする。  

  また、学校から警察に情報提供を行う前には、教育委員会へ事前相談等を行うこ 
ととする。 
(1) 教育委員会及び学校から警察へ相談又は連絡し情報提供する事案 

  ア 児童生徒が犯罪若しくは触法行為を繰り返している事案 
イ 児童生徒の生命、身体に被害が生ずるおそれのある事案 

 ウ 児童生徒の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認め

られる事案   
 (2) 警察から教育委員会及び学校へ情報提供する事案 
  ア 逮捕した犯罪少年に係る事件 
  イ 児童相談所に送致し、又は身柄を同行して児童相談所に通告した触法少年に

係る事件 
  ウ 身柄を同行して、家庭裁判所に送致し、又は児童相談所に通告したぐ犯少年

に係る事件 
  エ その他非行少年又は不良行為少年に係る事案であって、次に掲げるもの  
   ① 次のいずれかに該当し、かつ、学校との連携による継続的な対応が必要で

あると連絡責任者が認めるもの 
    (ｱ) 学校内外において、粗暴行為等を敢行する非行集団の構成員であること  
    (ｲ) 非行や不良行為を繰り返し、保護者の正当な監護に服さないなどぐ犯性

が強い者であること 
    (ｳ) 周辺の児童生徒に影響が及ぶおそれがあること  
    (ｴ) 関係する児童生徒が複数であること  
   ② その他その内容に鑑み、児童生徒に対する指導を促進するため、連絡責任

者が、特に学校連絡が必要であると認めるもの  
（情報提供の内容） 
第７条 教育委員会及び学校と警察が提供する情報は、次の内容とする。  
 (1) 当該事案に係る児童生徒の氏名、生年月日、年齢、住所、学年、クラスに関す

る内容等 
 (2) 当該事案に関する概要等 
 (3)  当該事案に係る児童生徒の安全確保及び健全育成に資するために必要な情報   
（提供情報の取扱い） 
第８条 連携機関は、収集・提供した情報について、次のとおり取り扱うものとする。  
 (1) 収集・提供した文書（写しを含む）の保存期限は１年間（作成日の属する年度

の翌年度末まで）とし、保存期限を過ぎた文書は確実に廃棄する。 
 (2) 収集した情報は、この協定の目的以外の目的に利用し、又は連携機関以外の者

に提供してはならない。 



（連携機関の責務） 
第９条 この協定に係る連携を行うに当たっては、連携機関は次の事項に努めなけれ

ばならない。 
 (1) 秘密の保持を徹底する。 

(2) 提供する情報については、正確を期すること。  
 (3) 対象事案に関係する児童生徒への対応に当たっては、この協定の目的を踏まえ、

児童生徒の人権に配慮するものとする。   
（協議） 
第 10条 教育委員会と警察本部は、この協定を円滑に実施するよう努めるとともに、 
必要に応じて協議を行うものとする。   

（制度の改正等） 
第 11条 教育委員会と警察本部は、必要があると認めるときは、制度の改正等所要  
の措置を講ずるものとする。  

（適用） 
第 12条 この協定は、平成 29年 11月１日から施行する。  
 この協定の締結を証するため、この協定書２通を作成し、加古川市教育長及び兵庫

県警察本部生活安全部長が署名押印の上、各自その１通を保有する。    
平成 29年 10月 17日  

加古川市 
教育長     田 渕 博 之  印   
兵庫県警察本部 
生活安全部長  有 田 幸 司  印 


